
外来対応医療機関設備整備事業について 

 

１ 補助金交付までの流れ 

県へ交付申請書類の提出 

（交付申請については、下記「４ 補助金の交付申請について」をご参照ください。） 

     ↓ 

交付申請書類が適切であれば県より医療機関様へ交付決定通知書の送付 

     ↓ 

事業完了後、県へ実績報告書類の提出 

（実績報告については、下記「５ 補助金の実績報告について」をご参照ください。） 

     ↓ 

  実績報告書類が適切であれば県より医療機関様へ補助金の交付を行います。 

 

２ 補助事業の対象となる経費及び基準額（基準額については税込額となります。） 

   (1) 個人防護具のみ 

        （基準額：@3,600円×厚生労働大臣が必要と認めた人数分） 

   ※１ 令和６年３月31日までに支払が完了する必要があります。 

   ※２ 個人防護具は感染症外来で使用するもののみが対象となるため、感染症外来 

で使用した数量と他で使用した数量を整理していただく必要があります。 

   ※３ 個人防護具の費用を申請する場合は、G-MIS日次報告「開設時間内における発

熱患者の数」の入力が必須です。 

   ※４ 個人防護具は、令和５年10月１日以降に購入し、本県で設定する「対象期間」

中（令和６年１月10日～継続中）に使用したものに限り、補助対象となりま

す。対象期間が継続中ですので、 

Ⅰ.令和６年１月10日から令和６年２月29日までに使用した防護具の実績 

Ⅱ.令和６年３月１日から令和６年３月31日までに使用する防護具の見込 

の合計で申請をしてください。 

※５ 年度末の手続きとなるため、申請後、補助金変更交付申請による申請金額の 

増額はできません。見込額の算定の際は、くれぐれもご注意ください。 

 

 ３ 補助金の額 

基準額と対象経費の実支出額を比較して少ない方の金額を補助します。（寄附金

その他の収入額がない場合） 

 

４ 補助金の交付申請について 

  (1) 提出書類 

   （交付申請書類） 

    ① 補助金交付申請書（様式第１号） ② 収支予算書（別記） 

③ 誓約書（様式第1号の2）     ④ 所要額調書（別紙(1)） 

    ⑤ 所要額明細書(別紙(2))      ⑥ 金融機関口座情報について 

        ⑦ １月・２月の実績にかかる納品書の写し等、納品日・数量・単価の分かるもの 

    ⑧ 個人防護具使用実績(１月・２月の実績、３月の見込) 

    (2) 提出期限 

     令和６年３月11日（月）厳守でお願いします。 

 



 

 ５ 補助金の実績報告について 

   (1) 提出書類 

    ① 補助事業実績報告書（様式第8号） ② 収支決算書（別記） 

    ③ 精算書(別紙(3))                 ④ 実績額明細書(別紙(4)) 

⑤ ３月の実績にかかる納品書の写し等、実績額・納品日・数量・単価の 

分かるもの 

    ⑥ 個人防護具使用実績（３月の実績） 

⑦ 請求書（様式第10号） 

⑧ 添付書類 

       支出明細書(別紙(5))又は１月～３月の領収書の写し、等 

※ その他の書類を参考資料として提出いただくことがありますので、 

  その際はご協力願います。 

  (2) 提出期限 

    事業完了後30日以内又は令和６年４月10日のいずれか早い日 

※ 令和６年４月10日までに実績報告が提出されない場合、補助金の支払ができ

なくなります。くれぐれもご注意ください。 

 

 ６ 提出方法、提出先について 

(1) 提出方法 

必要書類をご準備のうえ、郵送又はメールにてご提出ください。 

(2) 提出先 

  ①郵送の場合 

〒650-8567 

神戸市中央区下山手通5丁目10番1号 

兵庫県保健医療部感染症等対策室感染症対策課 

      新型コロナウイルス感染症対策班 あて 

    ②メールの場合 

     kansentaisaku@pref.hyogo.lg.jp 

      ※メールタイトルに【外来対応医療機関設備整備事業交付申請】（医療機関名）

と入れて送付ください。また、送付されましたら受信確認のため、078-341-

7711（内線3193）まで電話連絡をお願いします。 

 

  ７ 留意事項 

  (1)  今回の補助金は、感染症外来の診療体制・感染防止の強化を支援するためのもの

です。発熱等外来対応医療機関の指定を辞退された場合等については、補助金を返

還していただくことがありますので、ご留意ください。 

 (2) 補助金の支払いは、実績報告提出後になります。 

  (3) 当事業は国費を活用した補助事業であるため、国の会計検査の対象となりますの

で、書類については個別に５年間保管ください。 

 

 

 

 

 

【担当】 

兵庫県保健医療部感染症等対策室感染症対策課 

新型コロナウイルス対策班  

Tel：078-341-7711（内線：3193） 

Mail：kansentaisaku@pref.hyogo.lg.jp 


